
令和８年１月から生乳需給安定クロスコンプライアンスの対象事
業を追加するとともに、仕組みを見直し、手続きの一部を簡素化
します。

２ 対象となる補助事業

① 国産チーズ生産奨励等事業

② 生乳流通改善緊急事業（同特別対策事業を含む）

③ バター・脱脂粉乳需給不均衡改善緊急事業（同特別対策事業を含む）

④ 中小酪農等対策事業

⑤ 生乳暑熱対応推進緊急対策

⑥ 乳用牛長命連産性等向上緊急支援事業

⑦ 飼料生産基盤立脚型酪農・肉用牛産地支援事業（エサ活事業）

⑧ 畜産・酪農収益性強化整備等特別対策事業（畜産クラスター事業）

⑨ ICT化等機械装置等導入事業（畜産ICT事業）

⑩ 酪農労働省力化対策事業（楽酪GO事業）

３ 申請時の提出書類

クロスコンプライアンスの対象である補助事業への申請時等に、チェックシートを補
助事業者に提出してください。
なお、農林水産省や補助事業者等が、拠出実績の確認資料（乳代精算書、拠出金の

領収書、請求書）の提出を求めることがあります。（これを拒否した場合、要件を満た
していないと判断されます。）

１ クロスコンプライアンスの内容（詳細裏面）

主要な酪農関係の補助金の交付を受ける際に、全国的な需給安定の取組への拠

出をしていること等が要件となります（変更点は裏面）。

（おもて）

４ 拠出先事業

（一社）Ｊミルク 酪農乳業需給変動対策特別事業

注：これらの事業は、クロスコンプライアンスが既に導入及びその可能性のある事業を例示しているものです。



５ 拠出方法

Ｊミルクが定める単価や方法により拠出していただく必要があります。

生乳流通事業者を通じる方法やＪミルクへ直接拠出する方法がありますが、拠出方

法が分からない場合は、Ｊミルクや出荷先の生乳流通事業者にご相談ください。

６ 令和８年１月以降の拠出要件（詳細）

（うら）

〇 拠出実績を四半期ごとに確認することになりました。

［見直し前］
補助事業の申請月の前々月までの12か月分の出荷乳量に基づき、継続して

拠出金を納付していること

［見直し後］
補助事業の申請月の属する四半期の前々四半期までの12か月分の出荷乳量

に基づき、継続して拠出金を納付していること
ただし、令和8年12月以前に申請する場合には、令和７年10月以降、申請月が属する四半期の前々

四半期まで継続して拠出金を納付していること

〇 施設整備・機械導入の場合 （対象事業：２の⑧～⑩の事業）、一定期間継続して
拠出していること

７ 更なる情報・お問い合わせ先

農林水産省畜産局牛乳乳製品課の特設ページ
URL：https://www.maff.go.jp/j/chikusan/gyunyu/lin/kurokon.html

生乳需給安定クロスコンプライアンスに係るお問い合わせ窓口
URL：https://www.contactus.maff.go.jp/j/form/seisan/c_gyunyu/kurokon_madoguchi.html

⾒直し前（⽉単位での申請・確認）

10⽉ 10⽉ R7年度

11⽉ 11⽉ 第３

12⽉ 12⽉ 四半期

1⽉ 申請 1⽉ R7年度 申請

2⽉ 申請 2⽉ 第４ 申請 同じ
3⽉ 申請 3⽉ 四半期 申請

4⽉ 申請 4⽉ R8年度 申請

5⽉ 5⽉ 第１ 申請 同じ
6⽉ 6⽉ 四半期 申請

7⽉ 7⽉ R8年度 申請

8⽉ 8⽉ 第２ 申請

9⽉ 9⽉ 四半期 申請

10⽉ 10⽉ R8年度 申請

11⽉ 申請 11⽉ 第３ 申請

12⽉ 申請 12⽉ 四半期 申請

1⽉ 1⽉ R8年度 申請

2⽉ 2⽉ 第４ 申請

3⽉ 3⽉ 四半期 申請

4⽉ 4⽉

令
和
８
年

令
和
８
年 申請の前々四半期末

までの過去４四半期
の拠出実績を確認

令
和
９
年

令
和
９
年

⾒直し後（四半期単位での申請・確認）
令
和
７
年

令
和
７
年

R7.10の実績確認 R7.10から
申請の前々四半期末
までの拠出実績
を確認

運⽤⾒直し

拠出を確認する時期が同⼀の場合、チェック
シートの提出をひとまとめにすることも可能(例え
ば、令和８年４⽉から６⽉のチェックシートは同
⼀のものが使⽤可能。）。


